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(財)日本高等学校野球連盟
野球特待生制度アンケート集計結果



■ アンケート調査設計

【調査設計】

＜調査課題＞　　　　特待生問題　アンケート

＜調査対象者＞　　　アンケート回答者全て

＜調査期間＞　　　　 9月5日 12：00　～　9月20日 12：00

＜調査手法＞　　　　 オープン型アンケート調査

　　　　　　　　　　　　　WEB上で回答

＜回収状況＞　　　　 回答数　：　1,040人



■ アンケート構成比

＜男女比＞ ＜年齢比＞

男性　：868

女性　：172

回答数

60代以上　　74

50代　　103

40代 339

30代 228

20代 200

10代　　96

10才未満 0

回答数

男性：　83％

女性：　17％
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■ アンケート回答結果

質問１　高校野球特待生制度についてのあなたの考えかたを次から選んでください

回答番号 回答数

154

567

319

3

高校野球特待生制度を全て認めるべきである。

高校野球特待生制度を認めてもよいが、無制限ではいけない。

高校野球特待生制度を認めるべきではない。

1

2

回答3：　15％

回答2：　55％

回答1：　31％



■ アンケート回答結果

質問２　高校野球特待生制度について結論を出す上で、あなたが重視している理由を下から選んでください。

回答番号 回答数

649

273

453

314

655

251

226

249

324

307

501

165

240

119

393

284

1

2

3

野球以外の他の部活動としてのスポーツでは特待制度は認められていること。

高校野球特待生制度は、学業をおろそかにして野球だけをしている高校生の増加を助長すること。

日本の野球界の発展のために、特待生制度は必要であること。

6

7

4

5

11

高校野球全国大会は､郷土の代表が競うというものであり､高校野球特待生制度は野球留学生の増加を助長すること｡

経済的な条件を問わず､優秀な選手の能力を伸ばすために､野球特待生制度は必要であること｡

高校スポーツとして､野球特待生制度を採用する学校と採用していない学校とで不公平が生じること｡8

9 私立高校の建学の精神など特色を出すために特待生制度は必要であること｡

10

12

13

特待生に対する特典は､他の生徒の経済的負担(他の生徒に対する公的助成を含む)により成立していること｡

私立高校は公立高校に比較して学費が高いので､この差を縮小するために野球特待生制度が必要であること｡

野球特待生とそうでない生徒との間でチームの和が崩れてしまうこと｡

高校野球特待生制度を設けるか否か､また､その内容は学校が自由に決めるべきものであること｡

16 野球特待生が､ケガや成績不振の場合に､退学などの不利益が生じること｡

14

15

中学生の進路は生徒の将来を見据えて総合的に判断すべきであり、高校野球特待生制度により中学生の進路指導が
ゆがめられてはならないこと

経済的に恵まれていない生徒に対する援助制度として野球特待生制度は必要であること｡

高校野球特待生制度はアマチュア精神に反してはならないこと｡

野球特待生が､他の生徒の模範としてリーダーシップを発揮する効果があること｡



■ アンケート回答結果

（質問２　高校野球特待生制度について結論を出す上で、あなたが重視している理由を下から選んでください。）
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※パーセントの割合は有効回答数（1,040）に対する割合となります
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■ アンケート回答結果

質問３　高校野球特待生制度を認める場合の条件として必要なものは何ですか。

回答番号 回答数

518

489

679

217

179

566

284

711

431

605

404

10

11

スポーツと学業とを両立させるために､学業が一定水準にあること｡

品行方正で他の生徒の模範であること｡

野球の成績が不振やケガなどにより特待生の条件を満たさなくなった場合､高校生活を続けられる手だてが講じられて
いること｡

中学校の校長の推薦があること｡

野球特待生としての勧誘方法について何らかの規制をもうけること｡

国外からの特待生に対しては､日本語の学習など教育上の配慮を講じていること｡

特待生の決定は､学校が定めた審査機関であること｡

野球特待生制度についての情報を公開すること｡

6 特待生制度の基準を事前に定めていること｡

4

5 特待生と決定する時期に制約をもうけること。

1

2

3

9 特待生が全生徒に占める割合を定めること｡

7

8

※回答5、8、9の追加質問結果は次ページ以降に表示しています



■ アンケート回答結果

（質問３　高校野球特待生制度を認める場合の条件として必要なものは何ですか。 ）
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※回答5、8、9の追加質問結果グラフは次ページ以降に表示しています
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■ アンケート回答結果

（質問３　高校野球特待生制度を認める場合の条件として必要なものは何ですか。 ）

回答数回答番号

特待生と決定する時期に制約をもうけること。 179

　　制約すべき事項についての考え【いずれか1つをお選びください】 -

　　　　①特待生と決定するのは入学後とし､入学前に特待生とすることを確約しないこと｡ 116

5

　　　　②野球特待生は入学後の野球の成績を考慮することとし､1年生は特待生としないこと｡ 63

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2

回答数

65%

35%

回答番号



■ アンケート回答結果

（質問３　高校野球特待生制度を認める場合の条件として必要なものは何ですか。 ）

回答番号 回答数

8 野球特待生制度についての情報を公開すること｡ 710

　　情報公開すべき事項についての考え【複数回答可能】 -

　　　　①特待生制度があること 615

505

　　　　②特待生として採用する人数｡ 448

　　　　③特待生として採用する基準｡ 572

327　　　　⑥過去3年間の特待生採用数

　　　　④特待生として採用する手続｡ 369

　　　　⑤特待生に対する学校からの援助の種類､その内容及び金額｡
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■ アンケート回答結果

（質問３　高校野球特待生制度を認める場合の条件として必要なものは何ですか。 ）

回答番号

9 特待生が全生徒に占める割合を定めること｡ 431

　　野球特待生の望ましい人数に対する考え【いずれか1つをお選びください】 -

　　　　①各学年2名以下 85

　　　　②各学年3～4名 102

　　　　③各学年5～6名 43

　　　　④各学年7～10名 19

　　　　⑤各学年11名以上 3

　　　　⑥人数については各学校が自由に決定 179
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■ アンケート回答結果

質問４　高校野球特待生制度を認める場合の特典として許されるものは何ですか。

回答数回答番号

385

703

559

5064

5 使途を問わない金銭を援助すること｡ 31

寮費など生徒の生活費を援助すること｡

1

2

3

学業成績が合格水準に達していなくても､野球の成績が優れていることをもって､入学を許可すること｡

入学金､授業料などの納付金の一部ないし全部の免除をすること｡

遠征費､用具費など野球部活動に必要な費用を援助すること｡
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■ アンケート回答結果

質問５　野球特待生制度に対する御意見をお書きください

＜男女比＞ ＜年齢比＞

男性　：766

女性　：153

回答数

60代以上　　69

50代　　95

40代 308

30代 203

20代 171

10代　　73

10才未満 0

回答数

男性：　83％

女性：　17％
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